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別

紙

写

第

一

号 

 

福

建

通

商

総

局

司

道

為

移

知

事

据

署

福

防

同

知

朱

清

澤

禀

称

本

年 

六

月

十

八

日

准

閩

安

協

派

揆

弁

兵

送

到

外

国

難

民

三

人

詢

係

日

本

国

熊

本

 

県

人

一

名

井

澤

弥

喜

太

一

名

有

川

岩

助

一

名

満

石

良

先

由

本

地

開

舩

欲

往

 

八

重

山

嶼

侢

運

煤

炭

中

途

遭

風

吹

入

胡

馬

島

暫

避

因

知

離

台

湾

相

近

拟

 

即

前

往

再

図

囘

国

不

意

又

遭

颶

風

桅

柁

篷

帆

倶

行

損

失

漂

至

浙

江 

平

陽

県

古

鰲

頭

埠

内

報

由

地

方

官

給

予

移

文

飭

赴

福

建

福

鼎

県

投 

逓

復

因

不

識

路

径

駛

入

霞

浦

県

三

沙

海

口

當

経

該

処

巡

検

指

点

令

其 

進

省

隨

于

昨

日

駛

至

五

虎

門

口

内

蒙

武

營

派

兵

護

送

前

来

懇

乞

代 

為

修

理

原

船

資

遣

囘

国

等

語

並

据

閩

安

巡

検

報

同

前

情

据

此

卑

職 

當

即

親

赴

江

干

査

勘

該

難

民

原

来

之

船

僅

長

二

丈

有

零

並

無

篾 

篷

房

艙

即

桅

杆

尾

柁

亦

係

抄

小

雜

木

為

之

本

不

過

在

于

内

洋

地 

面

載

販

柴

炭

等

貨

萬

難

飄

洋

過

海

何

況

日

本

国

相

離

閩

省

甚

 

遠

即

使

為

之

修

整

完

固

亦

恐

未

能

径

駛

囘

国

詳

詢

該

難

民

亦

毫 

無

成

見

但

求

資

遣

帰

国

情

詞

迫

切

殊

堪

憫

惻

理

合

据

情

禀

請

察 

核

応

如

何

酌

遣

之

処

俯

賜

批

示

祗

逓

等

由

並

送

供

招

一

扣

到

局

据

此 

當

経

飭

令

該

庁

先

行

妥

為

安

頓

去

後

査

各

国

遭

風

難

民

応

就

近 

送

交

領

事

官

遣

送

囘

国

現

在

日

本

並

無

領

事

在

閩

自

応

援

照

前

辦 

成

案

送

由

貴

道

就

近

照

送

日

本

領

事

遣

囘

惟

該

難

民

原

來

小

船

既

無 

篷

艙

即

桅

柁

又

係

抄

小

雜

木

断

難

飄

洋

過

海

詢

之

該

難

民

等

均

称 

情

願

就

地

変

売

因

即

由

局

派

員

商

同

在

閩

之

日

本

商

人

小

倉

錦

泰

估 

変

価

銀

七

元

業

交

該

難

民

收

領

並

毎

名

另

給

卹

賞

番

銀

十

二

元

飭 

委

招

商

局

委

員

分

発

浙

江

補

用

同

知

王

叔

蕃

附

輪

帯

送

貴

道

衙

門 

就

近

転

送

日

本

領

事

官

收

遣

囘

国

以

示

懐

柔

除

詳

請

 

軍

督

憲

会

咨

外

合

就

移

請

為

此

合

移

貴

道

請

煩

査

照

一

俟

招

商

局 

委

員

将

該

難

民

送

到

即

希

照

送

日

本

領

事

査

收

見

復

施

行

須

至 

移

者
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計

粘

抄

一

紙 

 

拠

難

民

井

澤

弥

喜

太

供

年

三

十

七

歳

係

日

本

国

熊

本

縣

吉

村

人

自

置 

小

船

向

在

八

重

山

嶼

侢

運

煤

炭

生

意

已

経

八

年

此

番

由

家

起

行

五

十

里

先

 

至

鹿

児

島

又

由

島

行

二

百

七

十

里

可

至

八

重

山

嶼

因

途

中

突

遇

暴

風 

避

在

胡

馬

嶼

内

因

拟

就

近

前

去

台

湾

再

図

囘

国

不

料

又

被

颶

風

 

吹

至

浙

江

平

陽

県

界

由

平

陽

県

給

与

移

文

飭

赴

福

鼎

県

投

逓

因

不

識 

路

径

駛

入

霞

浦

県

三

沙

地

方

経

向

彼

処

巡

検

官

報

明

承

為

指

点

開 

駛

入

五

虎

口

蒙

彼

処

武

営

派

兵

護

送

進

省

這

有

川

岩

助

係

是

僱 

来

船

夥

満

石

良

係

属

搭

客

今

蒙

査

訊

所

供

是

寔

乞

賜

資

遣

囘

国

就 

沾

恩

了

 

据

有

川

岩

助

供

年

三

十

六

歳

係

日

本

国

鹿

児

島

県

人

此

番

経

井

澤

弥 

喜

太

僱

為

船

夥

欲

往

八

重

山

嶼

去

侢

運

煤

炭

因

途

中

遭

風

輾

 

転

漂

至

閩

省

乞

恩

資

遣

囘

国

余

同

前

 

据

満

石

良

年

三

十

六

歳

係

日

本

鹿

児

県

人

搭

坐

井

澤

弥

喜

太

便

船

欲 

往

八

重

山

嶼

因

途

中

遭

風

転

輾

漂

至

閩

省

乞

恩

資

遣

囘

国

余

 

供

同

前
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別

紙

写

第

一

号 

〔

書

き

下

し

〕 

福

建

通

商

総

局

司

道

、

移

知

す

る

事

の

為

な

り

。

署

福

防

同

知

朱

清

澤

の

禀

称

す

る

に

拠

れ

ば

、

 

『

本

年

六

月

十

八

日

、

閩

安

協

に

准

ず

れ

ば

、

弁

兵

を

派

揆

し

、

外

国

難

民

三

人

を

送

到

す

。 

た

づ

ぬ

る

に

、

「

日

本

国

熊

本

県

人

に

係

る

、

一

は

名

井

澤

弥

喜

太

、

一

は

名

有

川

岩

助

、

一

は

名

満

石

良

な

り

。

先

づ

本

地

よ

り

開

船

し

、

八

重

山

嶼

に

往

き

て

、

煤

炭

を

載

運

せ

ん

と

欲

し

、

中

途

に

風

に

遭

い

胡

馬

島

に

吹

き

入

れ

ら

れ

て

暫

く

避

く

。

台

湾

を

離

る

る

こ

と

相

近

し

と

知

る

に

因

り

、

即

ち

前

（

す

す

）

み

往

き

、

再

び

国

に

回

る

を

図

ら

ん

と

擬

す

。

意

は

ざ

り

き

又

た

颶

風

に

遭

い

、

桅

柁

篷

帆

と

も

に

損

失

を

行

う

、

漂

い

て

浙

江

平

陽

県

古

鰲

頭

の

埠

内

に

至

る

。

報

じ

て

地

方

官

よ

り

移

文

を

給

予

し

、

飭

し

て

福

建

福

鼎

県

に

赴

い

て

投

遞

せ

し

む

。

復

（

ま

）

た

路

径

を

識

ら

ざ

る

に

因

り

、

駛

せ

て

霞

浦

県

三

沙

の

海

口

に

入

る

、

當

（

と

う

）

に

該

処

の

巡

検

の

指

点

し

て

、

其

れ

を

し

て

省

に

進

ま

し

む

る

を

経

て

、

隨

（

し

た

が

）

っ

て

昨

日

に

於

い

て

駛

せ

て

五

虎

門

の

口

内

に

至

る

。

武

営

の

派

兵

し

て

、

護

送

し

て

前

（

す

す

）

み

来

た

る

を

蒙

る

。

懇

（

ね

ん

ご

）

ろ

に

乞

う

、

代

り

て

為

め

に

原

船

を

修

理

し

、

資

遣

し

て

国

に

回

ら

し

め

よ

」

、

等

の

語

あ

り

。

 

並

び

に

閩

安

巡

検

に

拠

れ

ば

、

報

ず

る

こ

と

前

情

に

同

じ

。

 

此

れ

に

拠

り

、

卑

職

當

即

（

と

う

そ

く

）

に

親

（

み

づ

か

）

ら

江

干

に

赴

き

査

勘

す

る

に

、

該

難

民

原

来

の

船

、

僅

か

に

長

き

こ

と

二

丈

有

零

、

並

び

に

篾

篷

房

艙

無

し

。

即

ち

桅

杆

尾

柁

も

亦

た

小

雜

木

を

抄

し

て

こ

れ

を

為

す

に

係

る

。

本

よ

り

内

洋

の

地

面

に

在

り

て

柴

炭

等

の

貨

を

載

販

す

る

に

過

ぎ

ず

、

萬

も

洋

に

飄

い

て

海

を

過

ぎ

難

し

。

何

ぞ

況

や

日

本

国

、

閩

省

を

相

離

る

る

こ

と

甚

だ

遠

し

、

即

ち

こ

れ

が

た

め

に

修

整

完

固

せ

し

む

る

も

、

亦

た

恐

ら

く

未

だ

逕

（

た

だ

）

ち

に

駛

せ

て

国

に

回

る

能

わ

ず

。

詳

し

く

該

難

民

に

詢

（

は

か

）

る

に

、

亦

た

毫

も

成

見

無

く

、

但

だ

資

遣

し

て

国

に

帰

ら

し

む

る

を

求

む

。

情

詞

迫

切

に

し

て

、

殊

に

憫

惻

に

堪

う

。

理

と

し

て

合

（

ま

さ

）

に

情

に

拠

り

察

覈

を

禀

請

す

べ

し

。

応

に

如

何

に

酌

遣

す

べ

き

や

の

処

は

、

俯

し

て

批

示

し

て

祗

遞

せ

し

む

る

を

賜

え

』

、

等

の

由

あ

り

。

 

並

び

に

供

招

一

扣

を

送

り

て

局

に

到

る

。

此

れ

に

拠

り

、

當

（

と

う

）

に

該

庁

に

飭

令

し

、

先

づ

行

き

て

妥

に

安

頓

を

な

さ

し

む

る

を

経

て

去

り

て

後

、

査

（

し

ら

）

ぶ

る

に

各

国

の

遭

風

の

難

民

、

応

（

ま

さ

）

に

近

き

に

就

き

て

領

事

官

に

送

交

し

、

遣

送

し

て

国

に

回

ら

し

む

べ

し

。

現

在

日

本

、

並

び

に

領

事

の

閩

に

在

る

無

し

、

自

（

お

の

づ

か

）

ら

応

（

ま

さ

）

に

前

辦

の

成

案

を

援

照

し

、

送

り

て

貴

道

よ

り

、

近

き

に

就

き

て

日

本

領

事

に

照

送

し

遣

わ

し

回

ら

し

む

べ

し

。

惟

（

た

）

だ

該

難

民

原

来

の

小

船

、

既

に

篷

艙

無

く

、

即

ち

桅

柁

も

又

た

小

雑

木

を

抄

す

る

に

係

る

、

断

じ

て

洋

に

飄

し

て

海

を

過

ぎ

難

し

。

こ

れ

を

該
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難

民

等

に

詢

（

は

か

）

る

に

、

均

し

く

情

と

し

て

地

に

就

き

て

変

売

す

る

を

願

う

と

称

す

。

因

っ

て

即

ち

局

よ

り

員

を

派

し

、

在

閩

の

日

本

商

人

小

倉

錦

泰

に

商

同

し

、

変

価

銀

七

元

な

り

と

估

し

、

業

（

す

で

）

に

該

難

民

に

交

し

て

收

領

せ

し

む

、

並

び

に

毎

名

另

（

れ

い

）

に

恤

賞

番

銀

十

二

元

を

給

す

。

招

商

局

委

員

に

飭

委

し

、

浙

江

補

用

同

知

王

叔

蕃

に

分

発

し

、

輪

に

附

し

て

貴

道

の

衙

門

に

帯

送

せ

し

め

、

近

き

に

就

き

て

日

本

領

事

官

に

転

送

し

、

收

遣

し

て

国

に

回

ら

し

め

、

以

て

懷

柔

を

示

さ

し

む

。

軍

督

憲

の

会

咨

を

詳

請

す

る

を

除

く

の

外

、

合

（

ま

さ

）

に

就

き

て

移

請

す

べ

し

。

此

れ

が

た

め

、

合

に

貴

道

に

移

し

、

査

照

を

煩

わ

す

を

請

う

べ

し

。

一

に

招

商

局

委

員

の

該

難

民

を

將

（

と

）

り

て

送

到

す

る

を

俟

ち

、

即

ち

希

（

ね

が

）

う

、

日

本

領

事

に

照

送

し

て

査

收

せ

し

め

、

施

行

を

復

せ

ら

れ

ん

こ

と

を

。

須

べ

か

ら

く

移

す

る

に

至

る

べ

し

。

 

 

〔

現

代

語

訳

〕 

福

建

通

商

総

局

長

よ

り

通

知

。

 

代

理

福

建

海

防

庁

長

の

朱

清

澤

の

報

告

に

よ

れ

ば

、

 

『

本

（

１

８

９

３

）

年

陰

暦

六

月

十

八

日

、

閩

安

協

（

海

防

官

）

か

ら

兵

士

を

派

遣

し

、

外

国

難

民

三

人

が

送

り

屆

け

ら

れ

た

。

た

ず

ね

て

み

る

と

、

「

日

本

国

熊

本

県

人

で

あ

り

、

一

人

は

井

澤

弥

喜

太

、

一

人

は

有

川

岩

助

、

一

人

は

満

石

良

と

い

う

名

で

あ

っ

た

。

先

づ

本

籍

地

よ

り

出

航

し

、

八

重

山

島

に

行

っ

て

、

石

炭

を

運

搬

す

る

つ

も

り

だ

っ

た

が

、

中

途

で

風

に

遭

い

胡

馬

島

に

吹

き

入

れ

ら

れ

て

暫

く

避

難

し

た

。

台

湾

ま

で

近

い

と

知

っ

た

の

で

、

そ

の

ま

ま

台

湾

に

行

っ

て

か

ら

帰

国

を

目

指

そ

う

と

考

え

た

。

と

こ

ろ

が

ま

た

暴

風

に

遭

い

、

帆

柱

も

舵

桿

も

苫

（

と

ま

）

の

覆

い

も

み

な

失

い

、

漂

流

し

て

浙

江

省

平

陽

県

古

鰲

頭

の

埠

頭

に

這

入

っ

た

。

報

告

し

て

地

方

官

か

ら

通

知

文

を

給

さ

れ

て

、

福

建

省

北

部

の

福

鼎

県

で

提

出

す

る

よ

う

命

ぜ

ら

れ

た

。

ま

た

海

路

が

分

か

ら

ず

、

霞

浦

県

三

沙

の

湾

に

航

し

至

っ

た

。

す

ぐ

に

そ

の

地

の

巡

検

官

が

省

府

に

這

入

る

よ

う

指

示

し

て

、

つ

い

で

昨

日

、

五

虎

門

の

湾

内

に

航

し

至

っ

た

。

武

官

が

派

兵

し

て

護

送

し

て

き

て

下

さ

っ

た

。

お

願

い

し

た

い

の

は

、

代

り

に

原

船

を

修

理

し

、

費

用

を

下

さ

っ

て

帰

国

さ

せ

て

頂

く

こ

と

で

あ

る

」

、

 

等

の

口

述

で

あ

る

。

 

同

時

に

閩

安

鎭

の

巡

検

官

に

よ

れ

ば

、

閩

安

協

の

報

告

と

同

じ

だ

っ

た

。

こ

れ

に

も

と

づ

き

、

本

官

（

福

建

の

海

防

庁

長

）

は

す

ぐ

に

閩

江

の

河

畔

に

赴

き

踏

査

し

た

。

こ

の

難

民

の

乗

っ

て

来

た

船

は

僅

か

に

長

さ

二

丈

あ

ま

り

、

笘

の

覆

い

も

船

室

も

無

い

。

帆

柱

及

び

船

尾

の

舵

桿

も

小

さ

な

雜

木

を

集

め

て

作

っ

て

い

る

。

も

と

も

と

内

洋

で

薪

や

炭

な

ど

の

貨

物

を

載

せ

て

販

売

す

る

に

過

ぎ

ず

、

大

洋

に

出

て

渡

海

す

る
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こ

と

は

ほ

と

ん

ど

無

理

だ

。

ま

し

て

日

本

国

は

福

建

省

か

ら

遠

く

、

船

を

し

っ

か

り

修

理

し

て

も

そ

の

ま

ま

航

行

し

て

帰

国

す

る

こ

と

は

で

き

な

い

。

詳

し

く

こ

の

難

民

に

相

談

し

て

も

、

全

く

決

ま

っ

た

意

見

は

無

く

、

た

だ

費

用

を

給

し

て

帰

国

さ

せ

る

こ

と

を

求

め

る

だ

け

だ

。

事

情

も

言

葉

も

切

迫

し

て

お

り

、

実

に

憐

れ

で

あ

る

。

実

情

の

通

り

に

確

認

し

て

報

告

し

要

請

す

る

の

が

道

理

で

あ

る

。

ど

の

よ

う

に

斟

酌

し

て

送

還

す

る

か

は

指

示

を

伝

達

し

て

頂

き

た

い

』

な

ど

の

説

明

で

あ

る

。

 

同

時

に

供

述

書

一

束

を

通

商

総

局

に

送

っ

て

來

た

。

こ

れ

に

も

と

づ

き

、

す

ぐ

に

海

防

庁

に

訓

令

し

、

先

づ

妥

当

に

休

息

宿

泊

さ

せ

、

そ

れ

か

ら

調

べ

て

み

る

と

各

国

の

漂

流

民

は

附

近

の

領

事

館

に

送

致

し

、

本

国

に

送

還

す

る

通

例

で

あ

る

。

現

在

日

本

は

福

建

に

領

事

が

無

く

、

前

例

を

援

用

し

て

上

海

道

員

か

ら

附

近

の

日

本

領

事

に

通

知

送

致

し

送

還

さ

せ

る

べ

き

で

あ

る

。

但

し

こ

の

難

民

の

も

と

の

小

船

は

苫

（

と

ま

）

も

船

室

も

無

く

、

帆

柱

及

び

舵

桿

も

小

雜

木

を

集

め

た

も

の

で

、

決

し

て

大

洋

を

渡

航

で

き

な

い

。

こ

れ

を

こ

の

難

民

等

に

相

談

す

る

と

、

と

も

に

当

地

で

売

り

払

っ

て

換

金

し

た

い

と

述

べ

る

。

そ

こ

で

通

商

総

局

か

ら

人

員

を

派

遣

し

て

、

在

福

建

の

日

本

商

人

小

倉

錦

泰

の

協

力

同

行

を

求

め

、

七

円

に

換

金

で

き

る

と

見

積

も

り

、

既

に

こ

の

難

民

に

交

付

し

て

受

領

さ

せ

た

。

同

時

に

一

人

づ

つ

慰

問

金

外

国

円

十

二

円

を

給

し

た

。

招

商

局

委

員

（

海

運

社

員

）

に

命

じ

、

浙

江

の

高

官

王

叔

蕃

の

も

と

に

派

遣

し

、

汽

船

に

便

乗

し

て

上

海

道

員

の

役

所

ま

で

同

伴

さ

せ

、

附

近

の

日

本

領

事

館

に

転

送

し

、

收

容

送

還

さ

せ

、

そ

れ

に

よ

り

恩

惠

を

示

す

よ

う

に

さ

せ

る

。

省

の

将

軍

及

び

総

督

に

合

議

し

て

頂

く

ほ

か

、

実

務

上

も

通

知

要

請

す

る

必

要

が

あ

る

。

こ

の

た

め

上

海

道

に

通

知

し

、

確

認

を

要

請

す

る

。

海

運

社

員

が

こ

の

難

民

を

送

り

屆

け

た

ら

、

日

本

領

事

館

に

通

知

送

致

し

て

確

認

收

容

さ

せ

、

結

果

を

返

信

し

て

頂

き

た

い

。

以

上

通

知

す

る

。
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計

粘

抄

一

紙 

〔

書

き

下

し

〕 

計

す

る

に

一

紙

を

粘

抄

す

。

 

難

民

井

澤

弥

喜

太

の

供

に

拠

れ

ば

、

「

年

三

十

七

歳

な

り

、

日

本

国

熊

本

県

吉

村

人

に

係

る

。

自

ら

小

船

を

置

（

ち

）

し

、

向

（

さ

き

）

よ

り

八

重

山

嶼

に

在

り

て

煤

炭

を

載

運

す

る

の

生

意

、

已

に

八

年

を

経

た

り

。

此

の

番

、

家

よ

り

起

行

し

て

五

十

里

、

先

づ

鹿

児

島

に

至

り

、

又

た

島

よ

り

行

く

こ

と

二

百

七

十

里

に

し

て

、

八

重

山

嶼

に

至

る

べ

し

。

途

中

突

と

し

て

暴

風

に

遇

う

に

因

り

、

避

け

て

胡

馬

嶼

の

内

に

在

り

。

因

っ

て

近

き

に

就

き

て

台

湾

に

前

（

す

す

）

み

去

り

、

再

び

国

に

回

る

を

図

ら

ん

と

擬

す

。

料

ら

ず

も

又

た

颶

風

を

被

り

吹

か

れ

て

浙

江

平

陽

県

の

界

に

至

る

。

平

陽

県

よ

り

移

文

を

給

与

し

、

飭

し

て

福

鼎

県

に

赴

き

投

遞

せ

し

む

。

路

径

を

識

ら

ざ

る

に

因

り

、

駛

せ

て

霞

浦

県

三

沙

地

方

に

入

る

。

彼

の

処

の

巡

検

官

に

向

か

い

報

明

す

る

を

経

て

、

指

点

を

為

す

を

承

わ

り

、

開

駛

し

て

五

虎

口

に

入

る

。

彼

の

処

の

武

営

、

派

兵

護

送

し

て

省

に

進

ま

し

む

る

を

蒙

る

。

這

（

こ

）

の

有

川

岩

助

は

、

是

れ

僱

い

来

た

る

船

夥

に

係

る

。

満

石

良

は

搭

客

に

属

す

る

に

係

る

。

今

査

訊

を

蒙

り

、

供

す

る

所

は

是

れ

寔

（

ま

こ

と

）

な

り

、

乞

う

資

遣

し

て

国

に

回

ら

し

め

よ

、

就

ち

恩

に

沾

（

う

る

お

）

い

了

（

お

）

わ

ん

ぬ

。

」

と

。

 

有

川

岩

助

の

供

す

る

に

拠

れ

ば

、

「

年

三

十

六

歳

な

り

、

日

本

国

鹿

児

島

県

人

に

係

る

。

此

の

番

、

井

澤

弥

喜

太

の

僱

い

て

船

夥

と

為

す

を

経

て

、

八

重

山

嶼

に

往

き

、

去

り

て

煤

炭

を

載

運

せ

ん

と

欲

す

。

途

中

風

に

遭

う

に

因

り

、

輾

転

と

し

て

漂

い

て

閩

省

に

至

る

。

恩

を

乞

う

、

資

遣

し

て

国

に

回

ら

し

め

よ

」

と

。

余

、

前

に

同

じ

。 

満

石

良

に

拠

れ

ば

、

「

年

三

十

六

歳

な

り

、

日

本

鹿

児

県

人

に

係

る

。

井

澤

弥

喜

太

の

便

船

に

搭

坐

し

、

八

重

山

嶼

に

往

か

ん

と

欲

す

。

途

中

風

に

遭

う

に

因

り

、

転

輾

と

し

て

漂

い

て

閩

省

に

至

る

。

恩

を

乞

う

、

資

遣

し

て

国

に

回

ら

し

め

よ

」

と

。

余

供

は

前

に

同

じ

。 

 

〔

現

代

語

訳

〕 

 

合

計

で

紙

一

枚

を

抄

録

貼

附

す

る

。

 

 

難

民

井

澤

弥

喜

太

の

供

述

に

よ

れ

ば

、

「

年

齡

は

三

十

七

歳

、

日

本

国

熊

本

県

吉

村

の

人

で

あ

る

。

自

ら

小

船

を

購

入

し

、

も

と

も

と

八

重

山

島

で

石

炭

を

運

搬

す

る

取

引

で

既

に

八

年

に

な

る

。

此

の

た

び

、

家

か

ら

出

発

し

て

五

十

里

す

す

み

、

先

づ

鹿

児

島

に

至

り

、

ま

た

鹿

児

島

と

い

う

島

か

ら

二

百

七

十

里

す

す

め

ば

八

重

山

島

に

至

る

見

込

で

あ

っ

た

。

途

中

突

然

暴

風

に

遇

っ

た

の

で

、

胡

馬

嶼

の

内

で

避

難

し

た

。

そ

こ

で

附

近

の

台

湾

に

往

き

、

さ

ら

に

帰

国

を

目

指

そ

う

と

考

え

た

。

と

こ

ろ

が

ま

た

台

風

に

吹

か

れ

て
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浙

江

省

平

陽

県

の

域

内

に

至

っ

た

。

平

陽

県

か

ら

通

知

文

を

給

せ

ら

れ

、

福

鼎

県

へ

行

っ

て

提

出

す

る

よ

う

命

ぜ

ら

れ

た

。

海

路

を

知

ら

な

い

た

め

、

航

行

し

て

霞

浦

県

三

沙

地

方

に

這

入

っ

た

。

現

地

の

巡

検

官

に

報

告

し

て

、

ご

教

示

を

賜

わ

り

、

五

虎

口

ま

で

航

行

し

た

。

現

地

の

武

官

が

省

府

福

州

ま

で

派

兵

護

送

し

て

く

れ

た

。

そ

し

て

有

川

岩

助

は

、

雇

用

し

た

船

員

で

あ

る

。

満

石

良

は

乗

客

で

あ

る

。

今

訊

問

を

受

け

て

、

実

の

通

り

供

述

し

た

。

費

用

を

支

給

し

て

国

に

送

還

し

て

頂

け

れ

ば

感

謝

に

た

え

な

い

」

と

の

こ

と

だ

。

 

 

有

川

岩

助

の

供

述

に

よ

れ

ば

、

「

年

齡

は

三

十

六

歳

、

日

本

国

鹿

児

島

県

人

で

あ

る

。

此

の

た

び

、

井

澤

弥

喜

太

に

船

員

と

し

て

雇

わ

れ

、

八

重

山

島

に

往

き

、

石

炭

を

運

搬

し

よ

う

と

し

た

。

途

中

で

風

に

遭

っ

た

の

で

、

あ

ち

こ

ち

漂

流

し

て

福

建

省

に

至

っ

た

。

費

用

を

支

給

し

て

国

に

送

還

し

て

頂

く

よ

う

伏

し

て

お

願

い

し

ま

す

」

と

。

他

は

井

澤

と

同

じ

で

あ

る

。

 

 

満

石

良

に

よ

れ

ば

、

「

年

齡

は

三

十

六

歳

、

日

本

鹿

児

島

県

人

で

あ

る

。

井

澤

弥

喜

太

の

便

船

に

搭

乗

し

、

八

重

山

島

に

往

こ

う

と

し

た

。

途

中

で

風

に

遭

っ

た

た

め

、

あ

ち

こ

ち

漂

流

し

て

福

建

省

に

至

っ

た

。

費

用

を

支

給

し

て

国

に

送

還

し

て

頂

く

よ

う

伏

し

て

お

願

い

し

ま

す

」

と

。

他

の

供

述

は

前

に

同

じ

。

 


